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国
労
東
日
本
本
部
は
、「﹃
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
﹄
改
訂
」
に
向
け
た
本
社
交
渉
を
通
年
闘
争
と
位
置
付
け
、取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

前
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
の
間
、
国
労
と
し
て
改
善
を
求
め
て
き
た
「
扶
養
手
当
の
見
直
し
」
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
問
題
点
を
指
摘
し
、

厳
格
な
運
用
を
求
め
て
き
た
、
エ
ル
ダ
ー
制
度
に
お
い
て
は
、「
エ
ル
ダ
ー
社
員
の
会
社
に
お
け
る
業
務
範
囲
拡
大
と
労
働
条
件
の
一
部
変
更
」

と
な
り
、
現
制
度
の
見
直
し
提
案
が
さ
れ
、
現
在
も
交
渉
中
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
会
社
の
変
化
を
引
き
出
し
た
背
景
に
は
、
働
く
者
の
「
不
平
・
不
満
・
不
安
」
の
高
ま
り
を
放
置
し
な
い
職
場
・
分

会
か
ら
の
取
り
組
み
と
、
そ
う
し
た
声
を
地
方
機
関
が
集
約
し
、
支
社
・
本
社
交
渉
を
支
え
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
事
を
踏
ま
え
て
、次
年
度
の
「﹃
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
﹄
改
訂
に
向
け
た
要
求
」（
素
案
）
を
作
成
し
ま
し
た
。
要
求
（
素
案
）
は
、

８
月
25
・
26
日
に
開
催
す
る
第
31
回
定
期
大
会
に
て
確
立
す
る
予
定
で
す
。
同
時
に
（
素
案
）
を
基
に
し
た
職
場
討
議
に
入
り
「
付
帯
す
る
要
求
」

の
集
約
に
入
り
ま
す
。
安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
労
働
条
件
の
確
立
に
向
け
、
職
場
か
ら
議
論
を
強
め
ま
し
ょ
う
！

﹁
労
働
条
件
に
関
す
る
協
約
﹂
改
訂
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て

①

【
国
鉄
採
も
Ｊ
Ｒ
採
も
、男
性
も
女
性
も
、安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
労
働
条
件
の
確
立
を
！
】

２
０
０
６
年
11
月
の
包
括
的
一
括
和
解
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
具

体
的
諸
課
題
の
是
正
・
改
善
を
図
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
健
全

か
つ
正
常
な
労
使
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
。

会
社
は
和
解
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
、
複
数
労
働
組
合
が
存
在
す
る

こ
と
を
認
め
、
公
平
・
公
正
な
人
事
・
労
務
管
理
に
徹
す
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
支
社
お
よ
び
職
場
末
端
ま
で
周
知

徹
底
を
そ
の
責
任
に
お
い
て
図
る
こ
と
。

こ
の
協
約
の
有
効
期
間
は
一
年
と
す
る
こ
と
。

任
用
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
基
本
要
求
に
沿
っ
て
労
使
協
議
の

事
項
と
し
、
公
正
・
厳
格
な
運
用
を
徹
底
す
る
こ
と
。

60
歳
定
年
制
を
見
直
し
、
65
歳
に
達
し
た
場
合
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
60
歳
以
降
に
つ
い
て
は
、
ど
の
時
点
に
お
い
て
退
職

し
て
も
定
年
退
職
と
見
な
す
こ
と
。

第
二
基
本
給
を
廃
止
す
る
こ
と
。

55
歳
以
上
の
社
員
に
対
し
て
の
定
期
昇
給
制
度
を
確
立
す
る
こ

と
。

業
務
上
災
害
に
か
か
わ
る
休
業
に
つ
い
て
は
、
解
雇
期
間
の
制

限
を
定
め
ず
、
雇
用
を
継
続
す
る
こ
と
。

職
制
の
職
務
内
容
、
職
制
の
改
廃
は
労
使
協
議
の
事
項
と
し
、

別
表
に
定
め
る
「
そ
の
他
上
長
の
指
示
す
る
業
務
」
は
削
除
す

る
こ
と
。

各
勤
務
種
別
の
細
部
の
取
り
扱
い
基
準
に
つ
い
て
も
、
団
体
交

渉
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。

変
形
労
働
時
間
の
特
定

労
基
法
32
条
２
の
変
形
労
働
時
間
制
を
適
用
す
る
場
合
は
、「
特

２
０
１
７
年
労
働
条
件
改
善
要
求
案
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（1）

定
」
の
趣
旨
を
尊
重
す
る
こ
と
。
ま
た
、
適
用
基
準
に
つ
い
て

は
団
体
交
渉
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。

勤
務
の
予
定
・
確
定

確
定
後
の
勤
務
は
業
務
上
の
都
合
に
よ
っ
て
任
意
に
変
更
し
な

い
こ
と
。

休
日
等

①
協
約
第
66
条
３
の
規
定
に
基
づ
く
「
一
旦
指
定
し
た
勤
務
及

　

び
休
日
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
協
定
」
に
つ
い
て
は
、
労
基

　

法
第
32
条
２
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
見
直
す
こ
と
。
ま
た
、
前

　

月
25
日
に
翌
月
の
勤
務
指
定
表
が
発
表
さ
れ
て
以
降
の
勤
務

　

変
更
は
、
原
則
時
間
外
労
働
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
。

②
労
基
法
32
条
２
を
適
用
す
る
場
合
の
公
休
日
は
一
週
一
日
の

　

割
合
で
付
与
す
る
こ
と
。

③
公
休
日
に
つ
い
て
は
原
則
変
更
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
や

　

む
を
得
ず
変
更
す
る
場
合
は
そ
の
基
準
に
つ
い
て
明
ら
か
に

　

す
る
こ
と
。

④
国
民
の
祝
日
に
勤
務
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
代
休
を
付
与
す

　

る
と
と
も
に
手
当
を
支
払
う
こ
と
。

⑤
協
約
第
61
条
に
規
定
す
る
特
定
４
週
間
を
跨
ぎ
出
向
発
令
す

　

る
場
合
は
、
当
該
期
間
内
に
公
休
日
が
４
日
指
定
で
き
る
よ

　

う
に
出
向
先
会
社
と
調
整
す
る
こ
と
。

年
間
所
定
労
働
時
間
を
１
８
０
０
時
間
に
短
縮
す
る
こ
と
。

現
行
の
「
標
準
人
員
」
を
「
必
要
人
員
」
と
改
め
、
各
職
場
に

お
け
る
「
必
要
人
員｣

を
下
回
る
こ
と
の
な
い
要
員
配
置
を
行

う
よ
う
各
支
社
及
び
各
職
場
に
周
知
徹
底
、
指
導
を
行
う
こ
と
。

①
長
時
間
・
過
密
労
働
の
未
然
防
止
策
に
つ
い
て
具
体
的
な
考

　

え
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

②
職
場
に
お
け
る
各
種
研
修
等
へ
の
参
加
に
伴
う
「
危
険
日
（
仮

　

称
）
３
日
間
」
を
設
け
、
非
稼
動
日
数
に
加
算
し
予
備
要
員

　

を
配
置
す
る
こ
と
。

「
出
張
」
に
つ
い
て
は
、
現
行
み
な
し
労
働
時
間
を
改
め
、「
出

張｣

に
伴
う
往
復
の
時
間
も
労
働
時
間
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
。

モ
ニ
タ
ー
制
度
を
拡
大
し
、
改
善
を
は
か
る
こ
と
。
ま
た
、
職

  

制
度
に
関
す
る
要
求 

︽ 

具
体
的
要
求 

︾
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基
本
的
要
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︾
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（2）
務
乗
車
証
の
乗
車
範
囲
を
在
来
線
自
由
席
ま
で
拡
充
す
る
こ

と
。

半
休
制
度
の
使
用
制
限
を
や
め
る
こ
と
。
ま
た
、
時
間
単
位
の

年
次
有
給
休
暇
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
。

保
存
休
暇
及
び
忌
引
休
暇
に
つ
い
て
は
、
出
向
休
職
後
も
使
用

で
き
る
よ
う
、
関
係
規
則
を
改
定
す
る
こ
と
。

健
康
診
断
の
受
診
に
要
す
る
時
間
は
す
べ
て
労
働
時
間
と
す
る

こ
と
。

安
全
衛
生
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
則
り
、
事
業
所
ご
と

に
月
１
回
の
開
催
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
協
議
内
容
の
周

知
を
徹
底
す
る
こ
と
。

乗
務
員
勤
務
は
労
基
法
32
条
の
２
の
扱
い
と
す
る
こ
と
。

常
時
不
測
の
事
態
に
備
え
る
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
。

施
行
規
則
26
条
（
基
発
３
５
５
）
の
趣
旨
を
厳
格
に
取
り
扱
う

こ
と
。

労
働
時
間
に
つ
い
て

仕
業
時
刻
か
ら
終
業
時
刻
ま
で
の
労
働
時
間
か
ら
休
憩
時
間
を

除
い
た
時
間
を
、
労
働
時
間
と
す
る
こ
と
。

「
労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措

置
」
を
遵
守
し
、
乗
務
員
勤
務
制
度
の
学
習
・
教
育
を
定
例
訓

練
で
実
施
す
る
こ
と
。

行
路
表
作
成
に
あ
た
っ
て
は
休
憩
時
間
及
び
労
働
時
間
Ｂ
を
明

示
す
る
こ
と
。

労
働
時
間
管
理
表
を
翌
月
当
事
者
に
明
示
す
る
仕
組
み
を
作
る

こ
と
。

箱
ダ
イ
ヤ
に
つ
い
て
個
々
に
周
知
が
出
来
る
体
制
を
整
え
る
こ

と
。　

在
宅
休
養
時
間
の
確
保
に
つ
い
て

拘
束
時
間
以
上
の
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
。

休
日
の
前
後
の
出
・
退
勤
時
間
に
つ
い
て
は
、
８
時
30
分
前
の

出
勤
及
び
18
時
を
過
ぎ
る
退
勤
は
禁
止
す
る
こ
と
。

第
１
１
０
条
（
４
）
の
「
た
だ
し
…
」
以
下
は
削
除
す
る
こ
と
。

一
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て

拘
束
時
間
は
日
勤
行
路
７
時
間
・
泊
り
行
路
20
時
間
を
限
度
と

す
る
こ
と
。

勤
務
１
日
目
の
時
間
外
労
働
が
翌
日
に
わ
た
り
５
時
間
を
超
え

た
場
合
は
、
２
日
目
の
勤
務
に
つ
い
て
は
非
番
と
し
、
他
の
乗

務
員
を
手
配
す
る
こ
と
。

現
行
「
２
夜
連
続
（
Ｗ
泊
）」
の
行
路
は
廃
止
す
る
こ
と
。

行
先
地
の
時
間
（
食
事
・
仮
眠
時
間
）
に
つ
い
て

朝
食
時
間
は
６
時
30
分
以
前
の
出
勤
と
10
時
以
前
に
終
了
す
る

行
路
は
、
９
時
以
前
に
実
時
間
40
分
を
確
保
す
る
こ
と
。

昼
食
時
間
は
12
時
以
降
の
出
勤
と
13
時
以
前
に
終
了
す
る
行
路

を
除
き
、
11
時
か
ら
14
時
ま
で
の
間
に
実
時
間
50
分
を
確
保
す

る
こ
と
。

夕
食
時
間
は
18
時
以
降
の
出
勤
と
19
時
以
前
に
終
了
す
る
行
路

を
除
き
、
17
時
か
ら
20
時
30
分
ま
で
の
間
に
実
時
間
50
分
を
確

保
す
る
こ
と
。

乗
務
時
間
の
（
距
離
）
の
制
限
に
つ
い
て

乗
務
時
間
は
２
時
間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
ト
イ
レ
を

装
備
し
て
い
な
い
列
車
は
70
分
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

一
乗
務
は
１
３
０
㎞
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

  

乗
務
員
勤
務
に
関
す
る
要
求

  

手
当
に
関
す
る
要
求 

連
続
し
た
乗
務
時
間
が
60
分
を
超
え
る
場
合
は
、
行
先
地
の
時

間
を
15
分
以
上
確
保
す
る
こ
と
。

行
先
地
時
間
が
20
分
ま
で
は
、
乗
務
時
間
に
す
る
こ
と
。

設
備
改
善
に
関
し
て

乗
務
員
が
食
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
専
用
の
場
所
を
確
保
す
る

こ
と
。

乗
務
員
の
寝
室
は
個
室
化
を
図
る
こ
と
。

各
駅
・
ホ
ー
ム
上
で
の
社
員
専
用
ト
イ
レ
を
完
備
す
る
こ
と
。

女
性
乗
務
員
の
設
備
拡
大
を
直
ち
に
行
う
こ
と
。

エ
コ
ノ
ミ
ー
症
候
群
解
消
の
た
め
に
設
備
を
充
実
す
る
こ
と
。

手
当
に
つ
い
て

第
３
０
３
条
な
ら
び
に
第
３
２
９
条
に
お
け
る
端
数
処
理
に
つ

い
て
は
、
全
て
切
り
上
げ
る
こ
と
。

第
３
１
３
条
は
乗
務
員
手
当
と
深
夜
早
朝
手
当
及
び
超
過
勤
務

手
当
と
の
併
給
を
行
う
こ
と
。

乗
務
に
お
け
る
「
車
種
別
数
、
線
区
別
数
、
稠
密
線
区
」
ご
と

の
手
当
て
を
新
設
す
る
こ
と
。

車
掌
が
構
内
入
れ
替
え
業
務
に
携
わ
っ
た
場
合
の
手
当
て
を
支

給
す
る
こ
と
。

新
幹
線
勤
務
は
一
般
線
区
か
ら
切
り
離
し
、
単
独
の
乗
務
員
勤

務
制
度
を
設
け
る
こ
と
。　

都
市
手
当
に
つ
い
て

市
町
村
合
併
等
に
よ
り
行
政
区
分
の
変
更
等
が
あ
っ
た
場
合

は
、
新
た
な
区
分
に
よ
る
こ
と
。

各
等
級
で
の
増
額
を
図
る
こ
と
。

寒
冷
地
手
当
に
つ
い
て

物
価
等
の
経
済
状
況
に
見
合
っ
た
支
給
額
に
見
直
す
と
と
も

に
、
そ
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
（
灯
油
の
注
文
期
間
等
）
を
勘

案
し
、
８
月
１
日
現
在
の
在
勤
者
に
対
し
、
当
月
の
賃
金
支
給

日
に
支
払
う
こ
と
。

扶
養
者
の
消
失
等
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
の
減
額
を
や
め
る
こ

と
。

通
勤
手
当
に
つ
い
て

通
勤
手
当
は
全
額
会
社
負
担
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
駐
車
料
金

補
助
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
。

職
務
手
当
に
つ
い
て

一
人
勤
務
駅
の
勤
務
者
に
対
し
、「
駅
務
駅
長
手
当
」
を
新
設

す
る
こ
と
。

駅
等
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、「
前
ア
以
外
の
者
で
、
特
に
指

定
さ
れ
た
者
」
に
、
改
札
業
務
、
出
札
業
務
等
に
従
事
す
る
者

を
加
え
る
こ
と
。

特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て

設
備
関
係
社
員
が
自
動
車
運
転
業
務
に
従
事
し
た
場
合
（
輸
送

障
害
発
生
時
に
お
け
る
自
動
車
運
転
業
務
を
含
む
）、「
業
務
用

自
動
車
運
転
手
当
」
を
新
設
す
る
こ
と
。

そ
の
他

第
４
３
５
条
で
の
家
財
運
送
料
に
つ
い
て
は
、
独
身
寮
と
独
身

寮
以
外
で
の
差
額
を
改
善
す
る
こ
と
。

所
有
住
宅
援
助
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
「
月
額
２
，
５
０
０

円
た
だ
し
、
新
築
ま
た
は
購
入
し
た
日
か
ら
５
年
を
経
過
す
る

ま
で
は
、
月
額
５
，
０
０
０
円
を
給
付
す
る
」
か
ら
、「
月
額
５
，

０
０
０
円
、
月
額
１
０
，
０
０
０
円
」
に
増
額
す
る
こ
と
。
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